
事業部門 部門１ 専門家等と連携した空き家に関する相談窓口の整備等を行う事業

事業地域 全国

背景・課題 空き家の発生抑制、管理不全空き家への対応、効率的な所有者特定の方法、利活用に向けた民間事業者やNPO等との
有効な連携方策、空き家バンクへの登録促進策など、地方公共団体等による空き家対策において全国的に積み残されて
いる課題への対応が求められている。

目的 専門家との連携のもとで上記課題への対応方策を検討し、具体的な課題や効果的な課題解決策等の情報共有、実践的
な空き家対策についての政策提言、及び、検討により蓄積されるノウハウや取組事例等の周知・普及（情報提供）を行う。

連携する
団体・役割

所有者特定分科会

〈構成員〉
○市区町村、都道府県（１，０８６団体※）
○連携専門家団体（２７団体※）
○顧問（建築研究所・国総研担当官）

会長：千葉県市原市
副会長：京都府井手町

企画・普及部会

部会長：千葉県市原市
○市町村（１６団体）
○有識者 ○顧問

※令和５年２月６日時点

部会長：静岡県浜松市
○市町村（２０団体）

所有者特定・
財産管理制度部会

空き家バンク部会

部会長：京都府京都市
○市区町（２０団体）
○有識者 ○顧問

空き家バンクの登録促進
分科会

財産管理制度分科会 利活用に向けた
民間連携分科会

空き家発生抑制分科会

【R4】全国的な空き家対策推進のための協議・検討及び事例収集・情報提供事業
（一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会）

○市区町村：部会への参加を通じた上記課題の協議・検討、先進的な取組事例やノウハウ等の情報提供
○法務関係団体、不動産関係団体等の専門家団体：専門部会の協議・検討に対する知見の提供・助言

＜本事業の検討体制＞

事務局：すまいづくりまちづくり
センター連合会

専門部会等において検討され
た成果等を情報提供

取組事例等を収集・整理、及
び情報提供

全国的に共通する空き家対策の課題解決のため、市区町村の空き家対策担当者が、弁護士・司法書士等の専門家
や先進的な空き家対策に取り組む民間事業者と連携して協議・検討する場（部会・分科会）を設置し、協議・検討によ
り蓄積されたノウハウや取組事例等を事例集等にとりまとめ、全国空き家対策推進協議会HPを通じて情報提供した。

空き家対策プラット
フォーム分科会

別添資料４


